
大阪版BID制度と今後のエリマネ活動
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大阪市の土地利用と都市構造
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◆都市再生特別地区の活用
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大阪市の拠点開発

大阪の鉄道は、阪急・阪神・近鉄・京阪・南海などの私鉄やJRが都心部に乗り入れ、それをメトロやJR
環状線で受け止め、市内に流入する流れを確保している。よって、8路線7駅が集中する大阪駅周辺や8
路線4駅の難波周辺、7路線4駅の天王寺周辺などで拠点を形成。

◆大阪の鉄道旅客流動（1996年調べ）

大阪

難波

天王寺

近鉄奈良線

近鉄南大阪線

阪急神戸線
御
堂
筋
線

JR

環
状
線

無
断

転
載

・無
断

利
用

を
禁

ず



4

80周年を迎えた御堂筋

御堂筋
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御堂筋将来ビジョン
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なんば駅周辺

現状のなんば駅前

社会実験中（昼間）

社会実験中（夜間）

＜社会実験結果＞
‣来場者数：8.7万人（3日間）

‣約90％が広場化を「とても良い・
良い」と回答

‣休憩スペースの評価が高い
（来場者アンケート）

‣周辺交通への大きな乱れ無し

【 整備スケジュール（目標）】

平成30年度（2018年度） 設計

平成31年度（2019年度） 工事着手

平成32年度（2020年度）頃 駅前空間（広場）

部分のオープン

【 これまでの経過 】

平成23年6月 「なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会」設置

（地元町会、商店街、企業等）

平成27年12月 「なんば駅前広場空間利用検討会」設置

（有識者・地域団体・大阪市・大阪府・大阪商工会議所）

平成28年11月 「なんば駅周辺道路空間再編社会実験」実施

（地域団体・大阪市・大阪府・大阪商工会議所）

平成29年3月 「なんば駅周辺道路空間の再編に係る基本計画」策定

（なんば駅前広場空間利用検討会）
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中之島地区

中之島公園共同住宅等

ほたるまち
（朝日放送等）

京阪・大林

7

関電

○歴史資産・文化資産を活かした文化・国際ビジネスの交流・情報拠点
○水辺の景観を活かし、安心安全で環境に配慮した住みやすく、楽しく歩ける街
○周辺地域と連携し、賑わいと活気に満ちた国際的な可能集客拠点
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ＯＢＰ地区

道路空間再編に向けた社会実験

都市再生安全確保計画

災害に強い安全なまちとしての付加価値を高め、都市の競争力を
向上させるため「都市再生安全確保計画」を策定

策定日：平成27年3月策定、平成28年6月・平成29年6月変更

作成主体：都市再生緊急整備協議会（構成員：国土交通省・大阪
府・大阪市・民間事業者等）
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JR大阪駅

うめきた先行開発区域
（グランフロント大阪）

《約7ha》

うめきた2期区域
《約17ha》
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うめきた地区の開発
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The Lab. ：
ナレッジキャピタルに集まる新しい価値を、展示・
発信する来場者参加型の研究所

ナレッジプラザ：
ナレッジキャピタルの中心に位置する
情報発信拠点

ナレッジサロン：
ビジネスマン、研究者、クリエイターなど、多彩な
才能が集う会員制サロン 10

うめきた先行開発区域の概要 ―グランフロント大阪―
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制度の要素項目 大阪市エリアマネジメント活動促進条例 （既存制度をパッケージ化）

エリアマネジメント団体の
公共的位置付け

都市再生特別措置法で定める「都市再生推進法人」制度を活用。

活
動
財
源

の
確
保

財源の徴収・交付

都市再生特別措置法で定める「都市利便増進協定」制度の活用を前
提とし、財源の徴収は地方自治法で定める「分担金制度」により行う。

エリアマネジメント団体への交付は補助金により行う。

公
共
的
空
間

の
活
用

公物管理
都市利便増進施設の維持管理をエリアマネジメント団体が行うことを

条件に占用料を全額免除する。

◆2014年３月 「大阪市エリアマネジメント活動促進条例」を制定

大阪版BID制度の概要（基本スキーム）

※運用にあたっては、行政が法的に強制力を持って分担金を徴収するため、分担金を徴収する地域

の地権者等の全員合意を求めている。また、分担金の使途は、都市利便増進施設の質の高い整備

又は維持管理とし、収益事業は対象外とした。
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【都市利便増進施設の管理】※1

・歩道空間の管理

・オープンカフェ・広告の管理※2
オープンカフェ バナー広告

【巡回バス・イベント等】

・巡回バス等

・イベント等
ミュージックバスカー ３Ｄプロジェクションマッピング

大阪クラシックビアガーデン

Ａ 自主財源で行う事業

※1 都市利便増進施設にかかる道路占用料について免除

施設の点検 清掃

放置自転車対策 巡回
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グランフロント大阪TMOの自主財源事業と分担金対象事業

Ｃ 分担金で行う事業

Ｂ 自主財源で行う事業

※2 TMOが管轄する広告媒体の掲出内容を審査
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○分担金の使途拡大

分担金の対象事業は、公益性のある事業に限定される

（その他はエリアマネジメント団体の自主財源による自主事業となる）

⇒地域再生エリアマネジメント負担金制度との併用に向けた課題整理

○税制の優遇

エリアマネジメント団体への寄付等に係る税制優遇がない

〇管理権限の拡大

エリアマネジメント団体には、放置自転車の撤去権限がない

（エリアマネジメント団体は放置自転車への警告札の取り付けが限界）

大阪版BID制度の課題
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大阪市におけるエリアマネジメント支援体制

都市計画局 計画部 都市計画課

2013年度
・大阪版BID制度の設計、条例化

2014年度
・うめきた地区における大阪版BID制度の適
用に向けた調整
2015年度
・大阪版BID制度の運用
（分担金徴収、補助金交付、年度計画認定等）

・エリアマネジメント団体等との連絡調整

都市計画局 開発調整部
エリアマネジメント支援担当課

・エリアマネジメント活動促進制度の運用
（分担金徴収、補助金交付、年度計画認定等）

・エリアマネジメント団体等との連絡調整

・エリアマネジメント支援施策の検討

・大阪エリアマネジメント活性化会議の運営

・初期段階のまちづくり活動の支援
都市計画局 開発調整部

まちづくり支援担当課

・1997年から、活動費の助成や専門家の派

遣により初期段階のまちづくり活動を支援

（これまでに45団体を支援）

2016年3月まで

2016年4月以降

初期段階のまちづくり活動からエリアマネジメント団体の活動まで
一元的に支援する窓口を設置
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大阪エリアマネジメント活性化会議

【梅田、中之島、御堂筋のまちづくりに関するエリアマネジメント意見交換会】

有識者：橋爪紳也（大阪府立大学特別教授）

民 間：市内中心部のエリマネ８団体 ほか

行 政：副市長、都市計画局、建設局、経済戦略局

第１回：2015年９月 第２回：2016年２月

（大阪エリアマネジメント活性化会議に名称変更することを合意）

【大阪エリアマネジメント活性化会議】（2017年１月設立）

「大阪エリアマネジメント活性化ガイドライン」の策定を目指す。

○エリアブランディング
エリアの魅力を高めるためのルールづくりや環境整備
・ イルミネーションのブランド化（御堂筋イルミネーションのコンセプト、デザインをまとめる）
・ 景観誘導、屋外広告のブランド化など

○コモンエリアの利活用
エリアの賑わいづくりや活動財源の確保
・ コモンエリアの種別毎（公開空地、歩道、水辺など）の活用方法、活動財源の確保策など

○観光地域まちづくり
エリアの観光客受け入れによる経済活性化、雇用の創出
・ 観光客向けの新たなビジネスモデル（エリア毎のイベントのパッケージ化）など

○防災減災
安全・安心の取り組みによるエリアの付加価値の向上
・ エリアの特色に合わせた安全確保計画や実際の取り組みや課題からまとめていく
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2025国際博覧会を

大阪・関西へ
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